
長期処理計画 

 
 この計画は、ＪＥＳＣＯ北九州ＰＣＢ処理事業所において、ＰＣＢ廃棄物を早期に処理す

るため、長期的な処理の計画を定めるものである。なお、変圧器類、コンデンサー類の処理

については、平成３１年３月末で処理が完了しており、安定器及び汚染物等が対象となる。 

  
 
Ⅰ 処理対象ＰＣＢ廃棄物 

１ 北九州事業エリアの処理対象物  

  中国、四国、九州・沖縄地域（岡山以西１７県）の全てのＰＣＢ廃棄物が対象。 
令和元年度以降の処理対象量の見込みは以下のとおり。なお、平成３１年３月末までに

既に処理施設に搬入された物のうち未処理の重量も含まれます。 
〇 安定器及び汚染物等   約１５４㌧ 

 
２ 北九州事業エリア外の処理対象物  

近畿、東海地域（１０府県）の一部のＰＣＢ廃棄物が対象。 
令和元年度以降の処理対象量の見込みは以下のとおり。なお、平成３１年３月末までに

既に処理施設に搬入された物のうち未処理の重量も含まれます。 
〇 安定器及び汚染物等（大阪及び豊田事業エリア）  約３，１３８㌧ 

 

 
Ⅱ 処理進捗状況及び処理計画 

これまでの処理進捗状況と上記の処理対象台数を踏まえた年度ごとの処理計画を策定

する。 

 
１ 処理進捗状況 

北九州事業エリアの処理対象物については、令和元年６月末現在で９６．９％の処理

が完了している。 
北九州事業エリア外の処理対象物については、４０．２％の処理が完了している。 

 
２ 年度ごとの処理計画 

令和３年度末までの処理を目指し、さらなる処理促進に努めることとするが、現時点

での年度ごとの処理計画は別添のとおり。 
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３ 処理促進策 

処理対象物の増加に対応して、安全・確実な処理を大前提として、早期処理のため、以

下の処理促進策を講じる。 

① 早期処理完了に向けた取組み 
・自治体と協力連携して営業体制を構築し、定期的に進捗を確認。 
・事業者への訪問を自治体と連携して迅速適切に対応。 
・事業所においては、処理対象物の増加に対応して、安全・確実な処理を大前提として、

資料４－２に記載した処理促進策を講じる。 

 

② 北九州事業エリア外からの円滑な搬入 
・近畿地区・東海地区広域協議会への積極的な働きかけ、並びに各自治体等からの要

請に基づく個別対応等を含めて、営業活動を継続的に実施。 
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